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2,000万円以内融資額

1.35%
利率

令和6年10月1日現在

7年以内
据置期間:1年以内

運転資金

10年以内
据置期間:2年以内

設備資金

＜ご利用いただける方＞

1.最近1年以上横浜市内で事業を営んでいること

2.常時使用する従業員数が20名以下（商業・サービス業は5人以下）で

 あること（宿泊業・娯楽業の従業員数は20名以下）

3.所得税・法人税、事業税または都道府県民税もしくは市町村民税（均等

 割を含む）について、納期限の到来している税金を完納していること

4.横浜商工会議所の経営指導を一定期間受けていること

5.日本政策金融公庫の融資対象業種であること

 ※企業規模・事業内容によりお申し込みができ

   ない場合や借入金額等に制限がありますので

   ご了承願います。


